
 

 

平成 28年度第一回茨城地方労働審議会 

 

 

１ 日 時   平成 28年 11月８日（火）午後１時 00分から 

 

２ 場 所   茨城労働局 ２階会議室 

 

３ 出席者   

【 公 益 代 表 】     川上美智子 小松 満 滝本政衛 水嶋陽子 

【労働者代表】    青木幸子  伊東崇義 大森玄則 高木英見 松本三智夫 

【使用者代表】   岡本俊一  澤畑慎志 服部善彦 吉原祐二 渡辺満枝 

【茨城労働局】   西井労働局長 

 総  務  部  小山総務部長 下河邊総務課長  

谷総務企画官 小室総務係長 

 雇用環境・均等室  青木雇用環境・均等室長 小林雇用環境改善・均等推進監理官 

           渡邊雇用環境・均等室長補佐 大畠雇用環境・均等室長補佐 

           山口企画調整係長 

労 働 基 準 部  松田労働基準部長 佐川監督課長 工藤健康安全課長  

栗原賃金室長 奥山労災補償課長 

 職 業 安 定 部  大谷職業安定部長 栗原職業安定課長 舟橋職業対策課長  

益子地方訓練受講者支援室長  小松崎需給調整事業室長   

 

４ 議 事 

（１）会長あいさつ 

（２）議事録署名人の指名 

（３）平成 28年度茨城労働局行政運営方針に基づく各施策の実施状況について 

（４）意見交換 
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開  会 

午後１時００分 

○下河邊総務課長  

それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成 28年度第１

回茨城地方労働審議会を開催いたします。 

 委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとう

ございます。 

 申し遅れましたが、本日の司会進行を務めさせていただきます、

総務部総務課の下河邊と申します。よろしくお願いいたします。  

 本日は、机上配付をしております会議次第に沿って進めさせてい

ただきたいと考えております。終了時刻は委員の皆様のご都合があ

りますので、ご案内のとおり 15時を予定しております。ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 ここで、人事異動等で退任されました委員と替わって、新たに委

嘱させていただきました委員をご紹介いたします。  

 退任されましたのは、使用者代表委員の小島守委員と美濃部正委

員です。替わって新たに委嘱させていただいた委員は、岡本俊一委

員と服部善彦委員でございます。 

また、本日出席の委員の方々、職員を紹介させていただくところ

ですが、時間の関係もありますので、お手元にお配りしてございま

す席次表とともに、茨城地方労働審議会委員名簿、それから茨城労

働局幹部職員名簿をご覧いただくことで代えさせていただきます。 

 それでは、定足数の確認の報告をさせていただきます。本日の審

議会を開催するに当たりまして出欠の確認をさせていただきました。

本日は公益代表４名、労働者代表５名、使用者代表５名、 14名の委

員の皆様のご出席をいただいております。前もってご連絡いただい

ておりますが、公益代表委員の清山委員、それから葉委員、使用者

代表の林委員が欠席ということでございます。  

また、労働者代表の仲山委員におかれましては、ご異動に伴い辞

職願が提出されております。現在、後任委員の選出に向けて手続中

でございます。 

これによりまして、委員の３分の２以上、またはそれぞれ代表委

員の３分の１以上が出席しなければ会議を開き議決することはでき

ないという地方労働審議会令第８条第１項のいずれにも該当いたし

ますので、定足数を満たしていることが確認できました。したがい
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まして、本審議会は有効に成立していることをここにご報告いたし

ます。 

 それでは、続きまして次第の２に入らせていただきます。茨城労

働局長挨拶でございます。西井裕樹労働局長より委員の皆様にご挨

拶申し上げます。 

 

○西井局長  

労働局長の西井でございます。委員の皆様におかれましては大変

お忙しい中、本日の審議会にご出席賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。 

また、日頃から労働行政の推進につきまして、多大なるご理解と

ご協力を得ておりますことを、この場をお借りいたしまして重ねて

感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、本日の審議会でございますが、会議次第にございますよう

に、本年度の茨城労働局労働行政運営方針に基づきまして、上半期

の業務執行状況等々につきまして各担当よりご説明させていただき、

その後ご審議をいただくという形をとってございます。  

 ところで、我が国の状況でございますが、人口減少局面に入って

いるということで、少子高齢化、それとともに生産年齢人口の減少

ということで、今後労働力不足が非常に多く見込まれているという

状況でございます。こういった中におきまして、持続的な経済の成

長を遂げていくということにつきましては、政府が推進しておりま

す「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組み、これが非常に重要

となってございます。具体的には企業が競争力を高めまして、そし

て女性、高齢者、障害者を初め、働く方々皆様が働きやすい社会を

目指すということが非常に重要なテーマとなっているところでござ

います。 

 この実現に向けまして「働き方改革」、これを推進していくという

ことが今、大きな私どもの労働行政の課題であろうかというふうに

考えておるところでございます。この推進につきまして労働行政は、

現在のところ各種取り組みを行っているところでございます。  

こういった中におきまして、前回の審議会でもご説明させていた

だきましたように、従前、雇用均等室、そして企画室が労働局の組

織でございました。それをこの４月から労働局の組織を見直すとい

う形で、その両者を統合いたしまして雇用環境・均等室を設置して
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おるところでございます。この目的は、各種働き方改革を初め、女

性の活躍推進等々労働局全体のものをワンパッケージとして打ち出

していくという形でございます。当然それに基づきまして、広報に

つきましてもワンパッケージとして取り組んでいくという形でござ

います。こういった取り組みをしておるところでございます。  

そしてまた、労働施策の推進に当たりましては、地方自治体との

連携というのが非常に重要でございます。このため３月には、茨城

県と「雇用対策協定」を締結しておりまして、各種雇用対策を始め、

「働き方改革」につきましても連携して取り組んでいくというとこ

ろでございます。 

 そういった中におきまして、やはり長時間労働の是正ということ

を含めまして、非常に現在話題になっているところでございますが、

そういった取り組みも進めていこうというところでございます。具

体的には各担当部室長からご説明させていただきますので、その後

につきまして現下の雇用情勢のもと、いろんな課題等々あると思い

ます。それにつきまして委員の皆様方からの忌憚のないご意見を賜

りまして、今後の労働行政に、特に茨城におきましてどのように進

めていくかということに生かしていきたいというふうに考えておる

ところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして挨

拶とさせていただきます。 

 

○下河邊総務課長  

ありがとうございました。それでは、続きまして本日の資料の確

認等をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料でございますが、委員の皆様には事前に資料はお送り

してございますが、お忘れ等の場合には本日余分にご用意しており

ますので、お知らせいただければお持ちいたしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 資料は共通資料と、それから各部室資料に分けてございます。イ

ンデックスで確認をお願いしたいと思います。なお、資料の欠落等

があった場合には、その旨お知らせいただければというふうに思い

ます。 

また、本日お手元に１つが会議次第、それから「地方労働審議会

令」「茨城地方労働審議会運営規則」を追加資料として配付しており

ます。さらに、差替えとして「茨城県最低賃金及び特定最低賃金額
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の推移」、32ページ、資料№２－19、これを差替えをお願いしたいと

思います。それから、追加資料として資料№２－ 22、それから茨城

労働局職業安定部作成の最新のデータ公表による差替え一式及び追

加資料がございますので、よろしくお願い申し上げます。  

 資料につきましては以上でございます。よろしいでしょうか。  

 それでは、議事に入らせていただきます前に、皆様にお願いがご

ざいます。議事録を作成する関係上、発言いただく際はマイクをご

使用いただきたくお願いいたします。係の者がマイクをお渡しして

からご発言いただくようよろしくお願いいたします。  

 それでは、ただ今より議事に入らせていただきます。初めに、川

上会長にご挨拶いただき、以後の進行をお願いしたいと存じます。 

 川上会長、お願いいたします。 

 

○川上会長  

皆様、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうござい

ます。電通の元女性職員が長時間労働で過労死自殺をするという大

変痛ましい事件があり、労基法違反の疑いで、昨日、強制捜査が入

りました。猛烈でないと生き残れないとされる電通の企業風土、ま

た、上司によるハラスメントも横行していたと聞いていますけれど

も、日本の企業の多くが少なからずそのようなところを持ってきた

のではないかと思います。今回の事件といいますか、実態が明らか

にされることを強く願っております。 

 そういう中で、今、ご案内がございましたけれども、また、お手

元にティッシュが配られておりますけれども、茨城県は 11月を「ワ

ーク・ライフ・バランス推進月間」としております。また、厚労省

も11月は「過重労働解消キャンペーン期間」としておりまして、今

日の審議会でも「働き方改革」に関する話があると聞いております。

こういうものをしっかり周知していきたいと思っているところでご

ざいます。 

 本日の議題ですけれども、先ほどからご案内がございますように、

平成28年度茨城労働局労働行政運営方針に基づく施策の実施状況に

ついてご説明をいただくことになっております。書類がものすごく

厚いのですが、この厚みからお分かりのように、労働局の守備範囲、

次々拡大しております。また、育児・介護休業法とか、あるいは男

女雇用機会均等法、こちらのほうの法改正、こういうお話も今日は
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あるかと思います。大変盛りだくさんの内容に今日の審議会はなる

のではないかと思っているところでございます。委員の方々からは、

それぞれの立場から忌憚のないご意見をたくさん頂戴したいと思っ

ております。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、この後の議事、着座でさせていただきます。 

 それでは、早速ですけれども、最初に議事録署名人を指名させて

いただきます。署名人は私のほかに、高木委員、それから澤畑委員、

よろしいでしょうか。お願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。平成 28年度の茨城労働局労働行政運

営方針に基づく各施策の実施状況に関する報告と、それに対する審

議となります。資料も多いことで、できるだけ効率的に進めていき

たいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  

 それでは、次第に従いまして、まず各部室からの説明をいただき

まして、その後、一括して質疑応答の形をとらせていただきます。

意見交換の時間を１時間ほどとりたいと思っておりますので、説明

のほうは各部室 10分ぐらいにまとめて説明いただけると大変助かり

ます。なお、説明はお座りのままでお願いいたします。  

 それでは、まず青木雇用環境・均等室長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

雇用環境・均等室長の青木でございます。着席のまま失礼させて

いただきます。 

 お手元の資料のインデックス共通資料をご覧いただきたいと思い

ます。まず、「平成28年度労働行政運営方針」というものがございま

す。これは文章で示したものでございまして、こちらが 52ページま

でございます。その後ですが、「茨城労働局労働行政のあらまし」と

いうＰＲ版で、前段の文章で書かれたものを見やすく整理したもの

でございます。その２ページでございますが、茨城労働局の組織図

がございます。これは平成 28年度からの組織図になっております。

27年度との変更点でございますけれども、今、総務部の下に私の雇

用環境・均等室がございますが、 27年度まではこの下の労働基準部、

職業安定部に続いて雇用均等室という組織がございました。この雇

用均等室と、あと総務部のところに今、総務課と労働保険徴収室が
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ございますが、昨年３月まで、 27年度までは企画室がございました。

この雇用均等室と企画室を統合いたしまして雇用環境・均等室が発

足したというものでございます。したがいまして、その横に書いて

おります所掌事務につきましては、旧雇用均等室と旧企画室のほう

で行っておりました総合労働相談ですとか広報などの窓口等も行っ

ているというところでございます。 

 その雇用環境・均等室でございますが、３ページからが雇用環

境・均等室の重点施策ということで掲げさせていただいております。

まず３ページでございますが「働き方改革の推進」、そして、その下

にありますＢのところでございますけれども、今年４月から完全施

行されました「女性活躍推進法の履行確保」、次の４ページは「男女

の均等な機会と待遇の確保」、５ページでございますが「仕事と家庭

の両立支援対策の推進」、６ページでございますが「パートタイム労

働者の均等・均衡待遇の確保対策の推進」などについて書かせてい

ただいております。 

 そして、次の７ページでございますけれども、雇用環境・均等室

の最後のページでございます。Ｆのところでございますが、「個別労

働関係紛争解決制度の積極的な運用」ということと、あと県内にご

ざいます総合労働相談コーナーの所在地などのご紹介となっており

ます。 

 最近の雇用環境・均等室のトピック的なことについてご説明させ

ていただきます。インデックスの雇均室というところをお開きいた

だきたいと思います。１ページでございますが、資料№１－１につ

きましては、お手元にもリーフレットを配付させていただいており

ますが、県や経済４団体、連合茨城とともに「いばらきワーク・ラ

イフ・バランス推進協議会」を組織しておりまして、今月 11月は今

年度から新たにスタートいたしました「いばらきワーク・ライフ・

バランス推進月間」ということで新たに始めさせていただいたとこ

ろでございます。昨日の朝、水戸駅前にて構成メンバーで啓発のた

めのティッシュの配布を行い、ＮＨＫ、茨城新聞に取材いただいた

ところでございます。 

 ３ページからでございますが、茨城労働局独自に作成しました

「働き方改革いばらき  ＳＴＡＲＴ！ワーク・ライフ・バランス」

というパンフレットでございます。 

 ４ページでございますが、「ワーク・ライフ・バランス」について
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詳しく紹介をさせていただいております。まず１つ目ですけれども、

ワーク・ライフ・バランスとはということで、仕事の責任を果たせ

ると同時に、ライフの部分で取り組みたいこと、取り組む必要があ

ることに取り組めることということで定義を説明しております。ワ

ーク・ライフ・バランスは、社員全員が対象なわけですけれども、

ワーク・ファミリー・バランス、家庭を持っている方が優先される

というような誤解を与えているようなところがあるかなということ

を感じましたので、社員全員が対象というふうに書かせていただい

ております。 

 次のポイントですけれども、ワーク・ライフ・バランスは経営戦

略と書いております。従来のワーク・ライフ・バランスの受け止め

られ方と申しますと、長時間労働の是正ですとか、休暇の取得促進

というところで止まっているような感じがいたしまして、実はそこ

からさらに業績アップですとか、企業のイメージアップが図られる

と。ついては人材の定着、人材の確保というところにつながってく

るということで経営戦略と紹介しております。上段の黒い部分で書

いているところが取り組みのところ、そして下段の赤い字で書いて

あるところが効果の部分とお考えいただければと思います。  

 次は、まずは働き方改革と書いておりますけれども、左側の囲み

ですが、人手に余裕があったころの働き方というようなことで、体

力勝負なタフな仕事、重工業の比率が高かったということで、なる

べく男性が働いて、女性が家事に回ると、いわゆる性別役割分担で

ございますが、それから過去には作れば作っただけ売れるというこ

とで、長時間労働イコール業績につながっていたという時代がござ

いました。そして、同じ条件の人が活躍するというようなことで、

残業、転勤等に対応できる人を優遇していたと。つまりふるいにか

けていたというような時代があったと。それから、社員同士がライ

バルということで、ノウハウを共有しない属人化した個人戦だった

というような時代があったというふうに思うわけですけれども、そ

の右側に書いておりますとおり、今の時代に求められるものといた

しましては、なるべく男女区別なく活躍することができる組織に変

わること。それから、期間当たりではなく時間当たりの生産性、こ

れを高めるというようなことが重要になってくるかと思います。労

働生産性についていえば、日本は長時間労働の割にはＯＥＣＤの 34

カ国の中で21位。しかも先進国の中では最下位ということで 20年連
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続だと言われておりますので、生産性を上げるといったこととか、

多様な人材を揃えるということで、なるべく違う角度から新しい提

案、新しい付加価値を生むことによって、多様化する市場への対応

力を増していくということを書かせていただいております。 

 その下の囲みのところですが、さまざまな事情を抱える社員がこ

れからどんどん増えていきますと書いておりますけれども、実際の

ところ、育児をしている女性社員よりも介護をしている男性社員の

ほうが逆転したという会社もあり、特に建設業など男性社員の比率

の高い業種などでは、この逆転がもう始まっているということで、

事情を抱える方・制約を抱える方でも活躍していけるのがこれから

の課題だろうと考えております。 

 一番下ですが、冒頭、会長からもございましたが、長時間労働の

是正ということも書かせていただいております。 

 それから、次の５ページからですが、10月、 11月に行っておりま

すキャンペーンの関係で、今月の過重労働解消キャンペーン、それ

から10月の年次有給休暇促進期間などについての説明を入れさせて

いただいております。 

 ９ページでございますが、「働き方・休み方改善コンサルタント」

というものが当室におりまして、これは社会保険労務士等に委嘱し

ているのですが、無料で企業からのご相談ですとか、あと直接赴い

てコンサルティングを行うというものでございます。 

 そして、11ページでございますけれども、「働き方改革ワークショ

ップ」ということで、今申し上げましたコンサルタントが講師にな

りまして、労働局におきましてワークショップを開催するというご

案内でございます。 

 さらに、13ページでございますが、労働局では４つの認定制度が

ございます。一番上から、今年４月からスタートいたしました「え

るぼし認定」、そしてその次が「くるみん認定」と「プラチナくるみ

ん認定」、さらに職業安定部で担当しております「ユースエール認

定」、そして最後は労働基準部でやっております「安全衛生優良企業

認定」です。 

 15ページでございます。「えるぼし認定」は今年度からスタートい

たしましたが、北関東では初めて茨城労働局管内から誕生したとこ

ろでございます。常陽銀行が２つ星での認定ということで、北関東

初の認定となっております。 
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 17ページにございますように、当日、労働局で伝達式を行い、夕

方のニュースで約３分以上にわたりまして、このことについて紹介

いただいております。 

 19ページでございます。この「えるぼし認定」でございますが、

常陽銀行を皮切りにその後、株式会社カスミ、そして関彰商事が第

３段階ということで、現在県内で３社の企業が「えるぼし認定」を

受けられたところでございます。 

 21ページでございますが、「プラチナくるみん」と「くるみん」の

認定企業の一覧でございます。「プラチナくるみん」は昨年度27年度

からスタートいたしましたが、県内では筑波銀行、そして「くるみ

ん」認定につきましては、 2007年にスタートいたしまして約 10年近

くたっておりますが、これまでに33社が認定を受けられているとこ

ろでございます。 

 23ページからでございますが、この４月の雇用環境・均等室の発

足に伴いまして、今まで旧均等室ではマタハラ、セクハラ、そして

企画室ではパワハラを扱っていたわけですが、この４月から一体的

に私どものほうで処理をしているところでございます。 

 以下、24ページにつきましてはセクハラの説明、 25ページにつき

ましてはパワハラの説明、 26ページにはマタニティハラスメントに

関する説明がございます。 

 最後の28ページでございますが、総合労働相談のご紹介でござい

ます。 

 次からは統計の説明ですが、29ページは昨年度の均等法に関する

相談の状況で、相談件数、労働者、事業主、その他となっておりま

すが、「その他」と申しますのは労働者以外の例えばご家族の方です

とか、あるいは社労士の方からの件数ということで挙げさせていた

だいております。 

 真ん中の円グラフにつきましては、 27年度の相談の全体の状況と

いうことになっております。一番下の棒グラフにつきましては、労

働者からの相談の内訳ということになっております。この労働者の

相談の内訳のところでございますが、黄緑色の斜線の部分がいわゆ

るマタハラの部分でございますが、これは 26年度 27件から 48件に増

加、一方で、オレンジ色の縞になっているところがセクハラですが、

セクハラにつきましては、若干でございますけれども減少の傾向に

なっております。 
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 30ページでございますが、「育児・介護休業法の相談の状況」でご

ざいます。労働者からの相談で、一番多かったのは制度そのものに

対する相談もしくはご質問などが多くなっておりまして、その次に

青の縦縞のところですがマタハラの相談、これが 27件ということで

昨年26年度よりも７件増加しているところでございます。  

 続いて31ページは「パートタイム労働法の相談」でございます。

26年度と27年度を比較いたしますと大分減少しておりますが、26年

度の黄色い部分が件数が突出しておりますが、これは法改正に伴う

ご照会などが多かったということでございます。 

 次に32ページと33ページでございますけれども、「個別労働紛争解

決制度の施行状況」でございます。 33ページをご紹介させていただ

きますが、折れ線グラフでお示ししてございますが、赤の折れ線の

ところがいわゆるいじめ・嫌がらせで、パワハラもここに含まれま

すが、年々増加しているという傾向にございます。一方で、水色の

グラフにつきましては解雇でございますが、平成 20年度をピークに、

以下減少をたどっているところでございます。逆に黄緑色の折れ線

グラフでございますけれども、これが自己都合退職ということで、

徐々にではございますが増えてきているという状況になっておりま

す。 

 それから、37ページでございますが、育児・介護休業法が改正さ

れまして、来年１月１日から施行されるというものでございます。

37ページには「介護休業の分割取得が可能になります」ですとか、

「取得単位の柔軟化」、38ページ、「介護のための所定の労働時間の

短縮措置」などについて説明をさせていただいております。 

 39ページからが育休の関係で、「取得要件の緩和」ですとか、「取

得単位の柔軟化」、「１日単位を半日単位での取得が可能になる」な

どのご説明になっております。 

 40ページでございますが、育介法の改正に合わせまして均等法の

改正も行われ、いわゆるマタハラの防止措置の新設ということで、

現行法ですと事業主による妊娠・出産不利益取扱いは禁止となって

いるところですが、これに加えまして上司・同僚からの嫌がらせな

どを防止する措置を講じることを事業主に新たに義務付けるという

もので、１月１日からスタートするということになっております。  

 41ページでございますが、この改正法の関係で現在、県内で説明

会を行っているところでございます。筑西と鹿行地区までは既に終



 

 11 

了しておりまして、残り３つございますけれども、これを今、行っ

ているところでございます。所要時間は２時間ですが、前半の１時

間を法改正の関係、そして残りの１時間を「働き方改革」、「ワー

ク・ライフ・バランス」について１時間説明をしているところでご

ざいます。 

 43ページでございますが、平成30年度にスタートいたします「無

期転換ルール」ですとか、 45ページからは「最低賃金ワン・ストッ

プ無料相談事業」、そして47ページでございますが、今年９月から無

料相談につきまして、毎週火曜日ですけれども、茨城労働局４階の

相談室で直接社会保険労務士が出向いて相談に対応しているという

ところでございます。 

 また、49ページにつきましては、「業務改善助成金」、今回、補正

予算で拡充されております措置配分のご案内となっております。 

 以下、51ページでございますが、私どもでは、大学を中心に「労

働法の出前講座」というものを行っております。これは昨年度３月

29日に行ったアンケート結果についてご参考までにおつけさせてい

ただいております。 

 続きまして61ページでございますが、「出張相談会」、「出前講座の

実施状況」ということでつけさせていただいております。まず、 61

ページにつきましては、４月から７月まで展開いたしました「学生

アルバイト出張相談会の実施状況」、そして、 62ページは今年度の

「労働法セミナーの開催状況と今後の予定」ということになってお

ります。 

 最後になりましたが、 63ページにつきましては「広報への取組」

ということで、毎月月末に行っております定例会見の状況などにつ

いて書かせていただいております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

○川上会長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして松田労働基準部長よりお願いいたします。  

 

○松田労働基準部長  

労働基準部長の松田でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 私からは労働基準部の施策のうち２点。１つは「働き方改革」に
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関する労働基準部の担当部分と、それから「労働災害防止対策」、以

上の２点について説明を申し上げます。  

 まず、「働き方改革」でございますけれども、労働基準部担当施策

につきまして大きく２つ。１つは「過重労働防止対策」、２つ目は

「最低賃金」についてご説明申し上げます。 

 まず、「過重労働防止対策」でございますけれども、概況のほうを

ざっとご説明申し上げます。資料は最初の１ページ目の№２－１を

ご覧ください。県内８つの監督署で平成 27年に定期監督をした実績

でございます。平成 27年には全業種で2,266の県内事業場を監督して

まいりました。過重労働に関して申し上げると、そのうち労働時間

ですとか休日ですとか違反があったのは、こちらにありますとおり

労働時間で605、休日で54ということで、実に３割程度で何らかの労

働時間関係に違反があったということでございます。  

 あと、今年はどうかといいますと、資料にまとまっておらず恐縮

でございますけれども、口頭で申し上げますが、今年度４月から９

月まで半年間で1,008件の事業場に監督をしております。また、司法

送検でございますけれども、昨年１年間は 18件送致しましたが、今

年は10月末現在で 19件の送致をしておりまして、現在捜査中のもの

が13件あるということでございます。 

 次に、過重労働に関して今現在、労災補償の状況はどうなってい

るかということについてご説明したいと思います。お手元に資料配

付させていただきました、アップデートさせていただきました資料

２－22をご覧になっていただければと思います。労災保険の状況で

ございますが、このうち２番の「脳心・精神の障害等の処理状況」

の所をご覧いただきたいと思います。県内におきましては、ほぼ

脳・心につきましては 15件前後の請求が毎年行われているというこ

とでございます。 

 それから、口頭で申し訳ないですけれども、どういった業種が県

内で多いかといいますと、製造業ですとか、道路貨物運送業でかな

り請求が多くございます。それから、精神障害事案につきましては、

ここにありますように大体ほぼ20件前後で県内、請求が推移をして

おります。業種でございますけれども、精神につきましては製造と

か卸小売、医療・福祉とか、これは結構まばらな業種で精神障害の

請求がされております。この精神障害のうち少なくとも７割は過重

労働に起因する事案であるということでございます。労災補償につ
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きましては、特に迅速、適正な処理が求められておりますので、今

後とも全力で取り組んでまいりたいと思います。  

 そして、この過重労働に関して重点監督指導ということで、昨年

度来でございますけれども、１年間を通じまして過重労働に関した

重点監督を行っております。あらゆる監督指導に際しまして、先ほ

ど申し上げましたような労働時間の状況ですとか、過重労働の有

無・程度を確認し、所要の指導を行っております。そして、また長

時間労働の疑いがある事業場につきましては、全て全数監督を行う

ことにしておりまして、昨年度は１月に100時間以上の時間外労働が

疑われる事業場を全数監督していったところでございますけれども、

今年度からは１月に80時間以上の時間外労働及び休日労働が疑われ

る事業場につきましても全数監督をするということで、対象範囲を

非常に広げております。 80時間というのが一つ過労死ラインと言わ

れておりますので、そのことを徹底いたします。 

 それから３番、また次でございますけれども、「過労死等防止対策

促進法」関係について申し上げます。一昨年 11月に「過労死等防止

対策促進法」が施行され２年が経過したところでございます。この

間、昨年７月には取り組むべき対策を示した大綱が、そして今年 10

月には白書がそれぞれ取りまとめられたところでございます。この

白書におきましては、現状ですとか、それから施策の状況ですとか、

また民間団体の取り組みなどについてもご紹介をしております。 

 毎年11月、今月でございますけれども、「過労死等防止啓発月間」

ということで展開をしておりますが、なお、国民の皆様の理解を深

めていただくために、特に「過労死等防止対策推進シンポジウム」

を全国で開催しております。茨城労働局におきましても、 11月５日

にシンポジウムを、開催いたしました。また、「過労死等防止啓発月

間」の一環といたしまして、「過重労働解消キャンペーン」というも

のを実施しております。去る９月末には、当キャンペーンに先立ち

ましてプレス発表を行い、 10月には茨城県経営者協会様ほか８つの

労使団体等に対しまして、労働局長または労働局幹部が赴きまして

要請書を手交することによって過重労働解消の取り組みのための協

力要請を行ったところでございます。 

 また、同キャンペーン期間であります 11月でございますけれども、

大きく２点ほど展開をしております。１つは、「ベストプラクティス

企業」、いわゆる見本となるような企業への職場訪問ということで、
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今度来る11月16日でございますけれども、茨城労働局長が特別養護

老人ホームを視察いたします。このホームを運営する社会福祉法人

は、会社の経営理念として、３つの徳ということで、１つの徳は利

用者の満足、２つ目の徳は経営基盤の安定、そして３つ目の徳は職

員の働きやすい環境の整備というものを掲げておりまして、理事長

自らワーク・ライフ・バランスを重点課題として研修において職場

に意識づけを行っておるという、まさにベストプラクティスな企業

でございまして、こういった模範的企業の取り組みを広く紹介して

県民の関心と理解を深めたいというふうに考えております。この職

場訪問につきましては、この 16日にとどまらず積極的に展開して好

事例を広く紹介していくこととしております。  

 あとキャンペーンの２つ目はちょっと重なりますが、重点監督の

実施ということで、先ほど年間を通じて過重労働のところを重点対

象としていると申し上げましたが、その中でも特に 11月はさらに重

点の月ということで、過重労働の監督を展開しております。大きく

２つの企業が対象ということで、１つ目は先ほど申し上げましたと

おり、長時間にわたる過重な労働による過労死等にかかる労災請求

が行われた事業場と、それから２つ目は、監督署や労働局に寄せら

れた相談から離職率が極端に高いなど若者の使い捨てが疑われる企

業等を対象にいたしまして、労働時間、賃金未払い残業、労働時間

の適正な把握、長時間労働者に対する医師による面接指導などにつ

いて確認するという重点監督を実施いたします。  

 ちなみに昨年度のその月間における重点監督は 107事業場に行って

おります。結果を若干口頭で申し上げますと、このうち何らかの労

働基準関係法令違反があったのが107事業場のうち67事業場で62.6％、

そして、違反があった 67事業所のうち違法な時間外労働があったの

が47事業場ということで 43.9％。そして、違法な時間外労働があっ

た47事業場のうち、月に100時間を超えるという事業場が24事業場と

いうことで51.1％という結果でございました。もちろん長時間労働

が疑われる事業場を対象として監督を実施しておりますので、違反

率はおのずと高くはなりますけれども、それでもかなり高い違反率

であることに変わりはないという状況にございます。  

 あと、このほかキャンペーンでは先週の日曜日、 11月６日に当局

からも職員を派遣いたしまして、フリーダイヤルによる全国一斉の

「過重労働解消相談ダイヤル」を実施いたしました。茨城からは東
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京局のほうに赴いて行っております。テレビでニュース放送された

後は、相当な電話がかかってきて、250以上の相談があったというふ

うに報告を受けております。 

 それから、過重労働の関係では最後、「ストレスチェック制度」で

ございます。資料の２－ 14を、ページでいうと 21ページをご覧にな

っていただきたいと思います。改正労働安全衛生法によりまして、

労働者50人以上の事業場にこのストレスチェック制度の実施が義務

づけられました。この初回の期限でもあります 11月中に実施してい

ただく必要がありまして、その結果を所轄の労働基準監督署に届け

出る必要がありますので、局内全ての対象事業場、県内には 50人以

上の事業場が約3,400ございます。この全ての事業場にこの資料２－

14のとおり、注意喚起の通知を発出いたしました。この通知文につ

きましては、茨城産業保健支援センターとの連名でございまして、

実際にこのストレスチェック制度に際して悩まれている事業場を手

助けができることもあわせてお知らせをしているところでございま

す。 

 続きまして、「働き方改革」の関係で２番目、「最低賃金」につい

てご報告を申し上げます。ご案内のとおり、最低賃金の引き上げは

政府の「一億総活躍社会」の中でも重要課題となっております。資

料の２－18の31ページをご覧ください。まず、県最賃でございます

が、平成28年度につきましては中央最低賃金審議会が示した目安額

のとおり24円引き上げられまして、時間額が771円と決定いたしまし

た。改定後の最低賃金は 10月１日土曜日からもう既に適用となって

おります。それから、今日、机上配付したアップデートしていただ

きました資料の２－ 19、ページ32と書いておりますものをご覧くだ

さい。県最賃とは別に、また県内には特定の産業に対する特定最低

賃金というのが定められております。茨城県の場合、鉄鋼業とそれ

からはん用機械器具製造業、電気・精密機械製造業、そして各種商

品小売業の４つがあります。それぞれこちらにありますとおり答申

をいただいておりまして、鉄鋼業は 20円引き上げ、そのほかの業種

につきましてはそれぞれ 16円引き上げということで以上のとおりの

金額になっておりまして、現在、異議申し出の期間中でございまし

て、11月10日までに異議申し出がなければ 12月31日に発効する予定

というふうになっております。現在、県最低賃金の周知広報に努め

ているところでございますけれども、特定最低賃金につきましても、
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官報公示後、県最賃同様に周知広報を行う所存でございます。なお、

最低賃金引き上げにかかる中小企業・小規模事業者への支援対策と

して、先ほどもお話がありました「ワン・ストップ無料相談」です

とか、それから「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」など

もありますので、活用を図るべく連携して行っております。  

 以上、「働き方改革」における労働基準部担当部分の重点施策につ

いてご説明いたしましたが、規制的なものがほとんどでありますけ

れども、この改革を進めていくための大前提でありますので、しっ

かり行っていきたいというふうに思っております。  

 ２つ目として「労働災害防止対策」について申し上げます。まず

概要でございますけれども、資料２－４の８ページをご覧ください。

茨城県内における昨年の平成27年１年間の死傷災害は2,870人という

ことで、前年よりは 14人減少、それから死亡災害も前年の 40人から

７人減って33人といずれも減少傾向を示しております。しかしなが

ら、この数字の持つ意味ですけれども、恐縮ですが資料の２－７、

12ページをご覧ください。これで時系列的に見てみますと、確かに

平成21年、22年はリーマンショックの影響があり大きく減少してい

るということはありますけれども、平成 27年の2,884人という数字は

決して少ない数字ではないということがお分かりだと思います。そ

れから、その前の資料の２－６、 11ページをご覧になっていただき

たいんですけれども、死亡災害 33人という数字の意味合いでござい

ますけれども、これも死傷災害同様、時系列で見ますと決して少な

いと言えるような状況ではないということでございます。そしてさ

らに、平成28年につきましては、資料２－４の表１のほうでござい

ますけれども、現在９月末時点の速報値で死傷者数が 1,907人、これ

は30人増。それから死亡者数は 18、これは５人減というふうになっ

ております。業種別に見ていただければお分かりのとおり、特に建

設業で増加しておりまして、非常に憂慮すべき状況にございます。

このようなことでございますので、これから年末の繁忙期にかけま

して、建設業労働災害防止協会などと連携いたしまして、さらなる

死傷災害の防止対策を行っていくこととしております。なお、この

運動の一環といたしまして、 11月24日には労働局と各監督署で一斉

に建設現場のパトロールを実施することとしております。  

 それから、労働災害のもう一つ最後に、「転倒災害」と「交通労働

災害」について申し上げます。資料の２－８、 13ページをご覧くだ
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さい。従来から私ども、建設業ですとか運輸交通業ですとか、ひと

たび災害が起きると重篤な災害につながる業種を重点といたしまし

て対策を行ってまいりました。その結果、例えば墜落・転落災害で

すとか、それから挟まれ・巻き込まれ対策というのは一進一退はあ

れ漸減傾向にあると言えます。ところが、転倒災害につきましては

ご覧のとおり、一向に減らず、むしろ増加傾向にあるということを

言わざるを得ません。 

 あと資料の２－ 11の18ページをご覧ください。こちらのほうは交

通労働災害ですけれども、この傾向につきましては交通労働災害も

全く同様でございます。要因はいろいろあると思いますけれども、

特に言えますことは、行政もですけれども事業場もこの種の災害の

意識・取組が必ずしも高くはなかったことが言えるかと思います。

例えば転倒災害につきましては赤チン災害に代表されます、すべっ

た、転んだ程度というような意識が、また、交通労働災害につきま

しては、その対策については警察所掌であるかの意識が少なからず

あることは否めません。特に転倒災害は労働者の高齢化と相まって、

その災害の程度も重篤化の傾向もあると言われております。また、

事業主の意識下におきましても、余り事業主責任の自覚がなく、や

やもするとむしろ労働者の注意不足、自己責任という認識である場

合もあるのではと危惧されるところでございます。転倒災害とか交

通労働災害は、どの業種でも当然に起こり得る事象であることから、

今後は業種横断的に対策を講じてまいります。また、業種横断の中

でも特にこの災害が多いのは第３次産業でございますので、特に取

り組みを強化してまいります。 

 以上、大きく労働基準部のほうからは２点につきましてご説明申

し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

○川上会長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして大谷職業安定部長よりお願いいたします。  

 

○大谷職業安定部長  

職業安定部長、大谷です。それでは私のほうからは職業安定行政

に関しまして説明をさせていただきますが、お配りいたしました基

本として「労働行政のあらまし」という、このカラー刷りの資料で

す。こちらのほうを中心としまして、それから赤いファイルと、追
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加をさせていただきました資料を適宜並べながら説明をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 「あらまし」の12ページからになります。それでは説明をさせて

いただきます。 

 私ども職業安定行政の運営に当たりましては、年度の目標値とい

うのを設定して実施させていただいております。こちら、皆様もも

うご承知でいらっしゃいますとおり、昨年度より開始されました

「ハローワークのマッチング機能の向上のための取組」で、各種目

標を設定するようになっておりまして、それに基づいております。  

 今、「労働行政のあらまし」の12ページから始めさせていただいて

おります。 

 

○下河邉総務課長  

共通資料です。先ほど雇均室長が説明した後のほうのページです。 

 

○大谷職業安定部長  

失礼いたしました。共通資料の中の 12ページです。カラー刷りさ

れたものです。失礼いたしました。 

 まず、Ａの職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの

推進でございますけれども、今、私ども茨城の雇用調整に関しまし

て申し上げますと、９月内容で有効求人倍率が 1.26倍。６カ月連続

で1.2倍ぐらいと高い水準でありまして、新規求人倍率も1.83倍とい

う、これが今の状況となります。一方で求職者というのが減少して

いるということと、それからあと雇用保険の受給者も減少しており

ます。今申し上げましたのは、追加をさせていただきました追加資

料の１ページから３ページにグラフとして掲載をしておりますので、

こちらをごらんいただけるとお分かりいただけるかと思います。 

 したがいまして、求人が増えている一方で、求職者が減少してい

ると、そんな状況にありますので、就職に向けたマッチングの精度

というのを向上させていくということが私どもの今の大きな課題で

あると、そういうような認識をしております。  

 共通資料の先ほどの 12ページのＡのところで、一番上に「マッチ

ングで直結する対求職者支援としましては」というところで応募書

類作成の指導強化とか、あるいは担当者制の拡大と、こんなふうに

書かせていただいておりますけれども、これは今の私どものハロー
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ワークの業務のいわゆるエッセンスとなります。すなわち求職者の

方々に役立つ多くの支援を行っていくということや、担当制という

形、これはつまり求職者と、それからハローワークで紹介・相談を

する職員たちがそれぞれ担当をきちんと決めまして、それによって

求職者の方がどのような希望を持たれていたり、どのような適正が

おありかといったようなことを丁寧にくみ取りながらマッチングを

行っていくということになります。それらが私どもの特段的な取り

組みのエッセンスとなります。 

 ちなみになんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、マッ

チング機能の向上の関係から、それぞれ目標というものを立ててお

りますが、その目標に関しましては追加資料の 13ページから 14ペー

ジにございます。一応この「あらまし」に基づいて説明をさせてい

ただく中で、その結果、数字については追加資料でご紹介をさせて

いただきますので、今申し上げました 13、14ページと照合いただけ

たらと存じます。ちょっとあっちこっちにページが飛んでいくと大

変ですので、一応今の申し上げた 13、 14ページというのがいわゆる

上半期での進捗状況の数字ということになります。  

 それから、「あらまし」のもとの12ページに戻ります。Ｂで「非正

規労働者の正社員転換・待遇改善」というのがございます。正社員

転換は私ども職業安定行政にかかりました重要な政策課題と認識し

ておりまして、３月 28日には「茨城県正社員転換・待遇改善実現プ

ラン」というのを策定いたしております。これは赤いファイルの安

定部と書かれているインデックスの中で、資料３－５のところに入

れさせていただいております。ちょっと中は長いものですから、今

回ここでの解説のほうは失礼ながら省略をさせていただきますけれ

ども、また、ご参照願えたらと思います。  

 正社員に関しましては、特に若年者、若い方々に関しましては、

基本的に特段の理由というのがなければ正社員就職を私ども、推奨

させていただいていると、そんなスタンスでありまして、したがっ

て、若年層の対策とも関連をしてまいります。それからさらに、人

手不足分野、介護などが特に主たる例となりますけれども、こうい

った人手不足分野では正社員求人というのが比較的多いという状況

になります。したがいまして、人手不足分野との取組ともつながっ

てまいります。あと一方で、製造業とかといいますのは、特に求職

者が望まれる産業にもなってまいりますので、そういった正社員求
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人を確保するといったことで求人開拓とか、あるいは求人をハロー

ワークに提出いただく際も条件緩和シートとか、そういったことを

勧める中での正社員の求人確保、そういったものに努めているとこ

ろですけれども、ちなみに正社員の有効求人倍率は４月以降もじり

じりと上げてきておりますが、９月で今 0.77倍。これ実は全国平均

は0.89倍ですので、全国に比べてかなりちょっと低いという状況に

はなっています。ちなみに就職促進に関しまして、つまり正社員に

転換させていくということに関しましては、先ほどのマッチングの

制度を高めるといったことと基本的には一緒です。また、あわせま

してキャリアコンサルティングとか、あるいはキャリアアップ助成

金という助成金もあります。これも正社員転換を進めていただいた

企業に対する助成というのがありますので、そういうものの活用な

どによって果たしていこうと考えております。  

 なお、今の進捗状況に関しましてですが、正社員の求人件数、こ

れに関しては年度の進捗率が 51.8％ですが、就職のほうは 47％とそ

んな状況になっておりまして、これはそれぞれ上半期ということに

なります。それからさらに、正規雇用に結びついたフリーターの件

数、これが年度進捗率で51.9％となっております。 

 次に、「あらまし」の12ページのＣ、「高齢者の就労促進等を通じ

た生涯現役社会の実現」ですけれども、こちらに関しましては先般、

11月５日に今年度の高齢者の6月１日調査、これは就業状況結果なん

ですけれども、これをちょうど公表いたしました。その中で、希望

者全員が少なくとも 65歳まで働けるとした企業は 80.4％、これは対

前年比で1.9ポイント上昇しております。それで、実はこのあらまし

の12ページから 13ページ、次のページまでありますけれども、ここ

では書いてはおりませんけれども、今、「ニッポン一億総活躍プラ

ン」において高齢者の就労促進というのは非常に重視されていると

いう状況にありますので、実は生涯現役支援窓口というものを今年

４月から、水戸と土浦と龍ケ崎のほうに用意をしておりまして、そ

の中身というのは、追加資料の中の通し番号でいうと 63ページと書

いた資料３－19の次のページにご案内ということで上に別添と書い

ております。これらを設置いたしまして高齢者の確保に努めている

ということでございます。ちなみに、この生涯現役支援窓口という

のをマッチング指標で本年度新たに指標として追加されておりまし

て、９月までで就職率が63.1％という数字となっております。 
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 それから今度、「あらまし」、カラーの 13ページのほうにお戻りい

ただくと、「障害者の雇用対策の推進」というＤがありますけれども、

こちらに関しましては一番上にありますけれども、改正障害者雇用

促進法の円滑な施行のための取組の推進、４月から改正障害者雇用

促進法によって募集と、それから採用等に関しまして、障害者の差

別等の禁止、それから合理的配慮の義務化が講じられておりまして、

こちらの周知に力を入れているということと、あと法定雇用率の達

成指導を大幅に強化をして、茨城県の幹部と安定所長、それから労

働局の幹部での達成指導等を行っております。マッチング指標での

障害者の就職件数としましては、今、年度の進捗率で 53.1％となっ

ております。 

 それからあと、カラー刷りの「あらまし」の14ページで「若者の

雇用対策の推進」でありますけれども、こちらでは新卒者・既卒者

に対しましては、特に新卒応援ハローワークという専門コーナーを

設けておりまして、そんなところとか、あるいは各ハローワークに

はジョブサポーターという若い方々の支援をするためのスタッフを

配置して、それで就職の支援に当たっております。こちらに関しま

しては、特に県と連携をしたりしておりまして、例えば１つ例を申

し上げますと、今年３月に高校を卒業されて大学等に進学をされた

生徒さんの父母を対象にしまして、これ教育庁と連携しております

けれども、就職の情報提供を希望しませんかというか、登録を呼び

かけたりして、それでそれぞれ大学に進まれた後にも私ども茨城県

の雇用情報などを提供するように努めていたりしております。 

 それからあと、ちょっと時間がないので大変駆け足で恐縮ですけ

れども、「あらまし」に関しまして、また先に進めさせていただきま

す。15ページのＧの「地方自治体と一体となった雇用対策の推進」

ということでございますけれども、私どもが茨城県と雇用対策協定

を締結いたしまして、また、あと市町村では常陸太田や笠間、東海

村、大洗町などともそれぞれ協定を結んでおります。先般８月８日

に、地方分権の一括法というのが成立し、施行されておりまして、

そういった関係から、それぞれこうしました雇用対策協定を締結し

ていくというのは、自治体と私ども、ますます進んでいくものと、

そのように見込んでおります。 

 ちなみに茨城県と締結しました雇用対策協定に関しましては、赤

いファイルの中にまた参考としておつけしております。ページ通し
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番号にまた安定部のインデックスがあるところの 31ページからでご

ざいますけれども、それぞれこの中で「働き方改革」もございまし

て、それから若年者、学卒、それから女性の活躍できる職場環境づ

くり、それから高年齢者、障害者、多岐にわたって締結をしており

まして、今、こちらをもとにして県と連携しながら協力し合いなが

ら雇用対策を推進しております。 

 それであと最後に、また「あらまし」のほうに戻らせていただき

ますけれども、 16ページで、Ｈ「職業訓練を活用した就職支援」で

ございますけれども、現在、一番最初に申し上げましたとおり、求

職者は減少しておりまして、訓練の受講希望者も同様に減少してお

ります。そうした中で、訓練が必要な方、有効な方をいかにくみ取

るかといったものが私どもの先ほど来申し上げておりますマッチン

グのハローワークの基本業務と考えております。特に訓練を開始し

てからすぐに受講している途中でいろんな求人情報といったものを

提供させていただきながら、訓練を終了してからすぐにそれぞれ就

職活動をして就職できるようにと、そんな支援が大事だと思ってい

まして、これを私どもが行っております求職者支援訓練等とともに

ポリテクセンターとか茨城県が実施する訓練と同様でありますので、

各機関との連携が非常に重要だと認識をしております。先般、 10月

31日の地域訓練協議会を開催いたしましたけれども、そのときにも

そうした連携につきまして確認のほうをさせていただいております。 

 大体私のほうからは以上でございます。ちょっと冒頭で資料の提

示のところでもたつきまして大変失礼いたしました。  

 

○川上会長 ありがとうございます。 

 それでは、最後の部分になります。小山総務部長よりお願いいた

します。 

 

○小山総務部長  

総務の小山でございます。よろしくお願いいたします。  

 私のほうからは１点、労働保険の徴収関係についてご説明させて

いただきます。インデックスの総務部をお開き願います。  

 労働保険につきましては、労災保険給付、失業給付等を行うセー

フティネットといたしまして的確な役割を果たしていく、こういう

目的がございますので、労働保険制度の信頼性、また費用負担の公
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平性、この確保が重要だと思っております。そのため平成 28年度に

おきましては、茨城労働局といたしましても、労働保険の適正な徴

収、また未手続事業場の一掃を図ることを最重点課題として取り組

んでございます。 

 資料につきましては、まず資料４－１でございます。資料は余り

多くございませんので、ページをふっておらず申し訳ございません

が、最初の折れ線グラフでございますが、労働保険の収納率の推移

ということで、平成 27年度の係数でございますが、茨城の場合は紫

の97.99、上段が全国で 98.54ということで、それぞれ前年度に比べ

て0.23ポイント上昇しているという状況でございます。ここ数年ず

っとでございますが、まだまだ全国水準に達していないということ

でございますが、上昇率につきましては今、申し上げたとおり 0.23

ポイントのところの水準に上がっておるということ、これにつきま

しては、直接、滞納事業場を訪問するなどの納付督励に成果が一定

程度あったと考えているところでございます。費用負担、公平性の

観点からも引き続き労働局、署を挙げて徴収の強化に努めてまいり

たいと考えてございます。 

 ３ページほどおめくりいただきまして、資料の４－５ということ

でリーフレットがございます。こちらで保険料を確実に収納すると

いうことでございますので、口座振替制度という制度もございます。

こういったものも監督署、安定所、あと関係機関の窓口で案内をし

て利用促進を図って収納率の向上に努めているところでございます。 

 １枚前のページにお戻りいただきまして、資料の４－４でござい

ます。今年度の労働保険の年度更新業務というもので、いわゆる前

年度の保険料の確定、今年度の概算保険料の算出、こういったもの

を行う事務でございますが、この対象事業場、一番この下ですか、

青い３万2,065というのが今年度の対象事業でございます。これにつ

きましては前年度に比べて712事業場、増加いたしました。また、次

にご説明いたします未手続事業一掃対策の効果も一定程度あったと

考えているところでございます。 

 続きまして、労働保険の未手続一掃対策の関係でございます。１

枚戻っていただいて資料の４－３の別紙という前のページをご覧い

ただければと思うんですが、一番下の８月末現在の労災保険、雇用

保険のそれぞれの新規の成立件数、また手続件数がございます。そ

れぞれの進捗状況につきましては、目的達成率の欄にあるとおり、
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労災が89、雇用保険が120という状況でございます。 

 ちょっと上の表につきまして９月の部分ですが、上の表は確定値

でないので、一番下は確定値ということで８月末で入れさせていた

だいてございます。 

 この未手続事業の一掃対策におけます加入勧奨につきましては、

全国労働保険事務組合連合会、こちらに業務委託をして、いろいろ

お願いして、茨城労働局と連携をして進めているところでございま

す。加入勧奨を進める上で具体的には勧奨の対象となる事業場デー

タ、これの把握が非常に重要でございます。労働局のほうで関係機

関を含め把握した精度の高い未手続の事業場、これを労働保険事務

組合連合会のほうにも提供いたしまして、さらに連携を通じて加入

勧奨を図っているというところでございます。 

 また、私どもの再三の加入勧奨、こういった指導にも応じず自主

的な申告も申告手続等を行わない事業主さんもいらっしゃいますの

で、こういったところには職権による成立・徴収決定ということも

視野に入れて今年度対応してまいりたいと考えてございます。  

 おめくりいただいて資料の４－６、最後のほうです、４－６、４

－７、特に先ほどまでも 11月さまざまな労働行政の月間がございま

すが、「労働保険適用促進強化月間」ということで11月になってござ

います。４－６、４－７にございます資料につきまして、関係機関

への周知依頼を行っております。引き続きこの未手続事業場の加入

勧奨・一掃につきましては取り組んでまいりたいと思います。 

 簡単ですが、労働保険の適用・徴収関係につきましては以上でご

ざいます。よろしくお願い申し上げます。  

 

○川上会長  

ありがとうございました。以上で労働局側からの説明は終了しま

した。 

 それでは、意見交換に入りたいと思います。ご意見、ご質問がご

ざいましたらお願いいたします。いかがでしょうか。  

 吉原さん。 

 

○吉原委員  

ケーズホールディングスの吉原と申します。説明ありがとうござ

いました。 
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 ちょっとお聞きしたいんですけど、雇用環境・均等室のほうです。

宣言的には、男性育休を進めている「プラチナくるみん」と、あと

逃がした「えるぼし」に向けて進めておりますので、今後もアドバ

イスをよろしくお願いします。 

 ご質問としては、「無期転換ルール」ですけれども、これは店長会

議とかそういった集合のときに、当然こういうことになるよという

ことでいろいろと説明しているんですけれども、無期転換は労働者

の自由ということでの申し入れだと思うんですが、会社としては主

にパート従業員の方にどこまで知らしめるというか、時期が来たら

とんとんってやるとか、あとは社内的なＷＥＢメール等で告知する

とか、あるいは何もやらないでこういった申し込みがある人に対応

すればいいのかとか、そういったところがちょっと判断しかねる状

況ですけれども、その辺ちょっとお分かりになればご教示いただき

たいです。 

 

○川上会長  

「無期転換ルール」に関する質問ということで、対応はどこにな

りますか。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

特にどこまでやってくださいといったことはございません。雇均

室の資料43ページの資料番号１－ 16の下のほうでございますが、転

換後の労働条件を転換前と異なる労働条件を適用する必要があるか

も含め、社内でよく検討を行い、労働者との間で認識に齟齬が生じ

ないよう、あらかじめ就業規則等にその内容を明確化するなど、準

備を進めましょうといったところで、ご準備いただければと思って

おります。 

 無期転換の取り扱いというのは様々なようでして、報道で知って

いる限りでは、平成30年４月よりも前倒しして無期転換を行ったと

いう事例がございました。その背景には、優秀な人材確保という面

からでして、同業他社で既に無期転換に取り組んでいる会社があり、

その会社に人が流れてしまったため、その人が持っていたノウハウ

までも失ってしまったという教訓から、前倒しで取り組んでいると

いった企業もあるようでございます。 

 以上でございます。 
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○川上会長  

会社にお任せすると。 

 

○吉原委員  

分かりました。ありがとうございました。  

 

○川上会長  

そのほか。 

 

○滝本委員  

茨城新聞社の滝本でございます。よろしくお願いします。 

 引き続き、雇用環境・均等室関係でお尋ねしたいんですけれども、

資料の５ページですか、５ページにあります「所定外労働の時間の

状況」という、右上に表がございますよね。それに対していくつか

お尋ねしたいと思います。報道機関に身を置く立場で大変恥ずかし

いんですが、私、これを見て驚きました。茨城県が１位だというこ

とで、大変ショッキングな数字かなというふうに思っているんです

けれども、まず１点は調査の方法、どういう方法でやられたかとい

うのを１つ伺いたいと。それからもう一つ、１位になった理由とか

背景というのを、茨城労働局さん独自に分析されているかどうかと

いうことです。それから、分析されているということであれば、茨

城労働局として茨城県が全国ワースト１という不名誉な記録を残し

ていることに対して、何らかの独自の対策・対応をとっておられる

のかどうかということ。それからもう一つ、これは蛇足的ですけれ

ども、この表を見ますと群馬が３位で栃木が４位、北関東が上位４

位の中に３つ入っている。北関東ばっかりなんですけど、この理由

とかそういうのがお分かりにもしなれば、分析されていれば、お尋

ねできればというふうに思います。 

 以上です。 

 

○川上会長  

それでは、まず調査方法からお願いします。 

 

○青木雇用環境・均等室長  
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この調査につきましては、リーフレットに小さい字で書いており

ますけれども、「毎月勤労統計調査」の「平成26年年平均」というも

のでございます。統計といたしましては厚生労働省が取りまとめて

いるものということでございます。 

 それから、ワースト１というところですけれども、詳細な分析は

しかねておるところでございます。 

 

○西井労働局長 

この分析というのは非常に難しい部分があるんですけれども、今

の上位のところを見てみますと、製造業の労働者の割合が高い県と

いうことが１つできるかというふうに考えてございます。特に茨城

の場合も製造業の労働者が非常に多いということがございます。他

県でも上位に来ているところは恐らく製造業に従事する人が多いと

ころだろうというのが１つの要因ではないかというふうには考えて

おるところでございます。それと、具体的な対策ということでござ

いますけれども、 14.5時間をもって法規制は当然できない数字でご

ざいます。したがいまして、やはり「働き方改革」を進めていくと

いうことではなかろうかというふうに考えておるところでございま

す。 

 

○川上会長  

よろしいですか。 

 

○滝本委員  

群馬とか栃木も自動車の関連の工場とかそういうのがありますね。 

 

○西井労働局長 

愛知とか三重というところもそうだというふうに考えてございま

す。 

 

○滝本委員  

分かりました。 

 

○川上会長  

なお一層、「働き方改革」を推進していかなければいけないですね。
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ということで、よろしくお願いします。  

 

○小松委員  

２点。共通資料の 24ページ、労災診療のことですけれども、第三

者行為災害事案、これについて求償すべき債権、求償を実際どの程

度しているのかどうかと、これは交通災害もあるわけで、交通災害

で健康保険を使って労災事故になっているものを健康保険を使って

やったりいろいろあるわけで、基本的に求償はどのぐらい交通事故

ばかりでなく労災事故に対して健康保険を使って求償しているって

どのぐらいの額なんですか。 

 

○松田労働基準部長  

数ですか。 

 

○小松委員  

年間額。これは交通事故診療でこの前も出ましたけど、負債とか

何かでやってもいろいろ何十億って求償していないですよね、市町

村は。それが１つともう一つ、職業安定の重点施策の中の雇用保険

受給者の早期再就職件数というの、これの早期再就職することを目

指す件数も出ていますよね。このことで私の事案ですけれども、私

のところで昨年看護師の紹介があった。それで、看護師足りていな

かったので、私、面接しなかったけど、師長とか事務長がやって採

用したわけです。それで非常に頑張ってやりますからといって採用

したんだけど、看護着とか何かをセットにして渡して、あと１回も

来ないんです。来なかった人がいた。前にこういうことがあるよと

いうことを聞いていて、ああ、なるほどなと。要するに失業保険を

もらうための何かあるのかな。働く意欲がないとだめだとか何か。

それはそこまでいい、そういうことは。それで、今年同じ人がまた

紹介されてきたわけです。そうすると、これは再就職後のどのぐら

い働いたかとか何かって調査をしているかどうか。それから、件数

を上げたり紹介率を上げたりするために、調査もしないで紹介して

いるのかということだよね。その辺きちんとやっているのかなとい

うことを聞きたい。 

 

○川上会長  
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それでは２件のうち、最初の求償についてお願いします。 

 

○松田労働基準部長  

額が今すぐ出ませんので、申し訳ない。基本的な考え方だけ。求

償については基本的に求償します。しないのは、例えば同僚の労働

者を傷つけたとか、怪我をさせたとか、それから自賠責の範囲で行

っている場合には制度上、求償しませんけれども、それ以外につい

ては基本的には求償するという態度で臨んでいますので、そこでご

説明させていただきます。後で数字はお送りします。 

 

○川上会長  

それから。 

 

○大谷職業安定部長  

まず、今のお話のようなことになったということで、ハローワー

クの職員を代表しましてお詫び申し上げたいと思います。 

 実際に紹介状を私どもが用意するときには、きちんとした面接を

受けるためのマナーについて必ずきちんと申し上げているつもりで

はおりましたが、でもそれが恐らく届いていない、あるいはそれを

残念ながら受け入れてもらえないでこういうことが起こったんだろ

うなと、そこは非常に残念に思っています。基本的におっしゃいま

すとおり、実際に雇用保険を給付するに当たっては、 28日ごとに行

う認定の間に２回求職活動を行うといったルールがあります。ただ、

私が例えば看護師さんのような専門的な職の方が、迷い、それをし、

正直、聞いてかなりショックではありました。だから、そういった

ことに関しましては今までも丁寧なそういった面接の心構えといっ

たことを申し上げたつもりですけれども、またちょっと気持ちを一

にしてやっていきたいと、そのようにここで申し上げたく存じます。 

 それからあと、紹介記録というのは基本的にハローワークシステ

ムの中でそれぞれ相談・紹介の記録が残ることになっているので、

どこそこに紹介をしたというのは残っているはずなので、もしもだ

けれど残していたら、これを逆に言うと、ご本人も結局、実際に何

も言わなかったのかなと。 

 

○小松委員  
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自分のところに紹介されて、そんなの断れといって、すぐに面接

も何もしませんよ。当たり前です。 

 

○大谷職業安定部長  

だから、これは求職者である本人が「自分はこの前行きませんで

した。」と言わなかったのかなと、ちょっとそこはうちと職員との、

職員と求職者のところでのやりとりが一体どういったところなのか

なと、はたから聞いて少し疑問なところはありますけれども、ただ、

あくまでも私どもはきちんとしたあっせんを行うというのが責務だ

と思っておりますので、そのようなことを繰り返さないように肝に

銘じてまいります。お詫びいたします。 

 

○松田労働基準部長  

１点だけつけ加えさせていただきます。  

 求償額につきましては案件ごとに過失割合がございますので、そ

の過失割合に応じてということをつけ加えておきます。 

 

○川上会長  

よろしいですか。そのほかいかがでしょうか。  

 

○渡辺委員  

株式会社エミーの渡辺でございます。  

 質問ではなくお願いですけれども、実は今日おいでになっていら

っしゃる澤畑様のところで、経営者協会さんで「女性活躍研究会」

という研究会ができまして、私も１回目に参加させていただいたん

ですけれども、県内、県外十数社に女性活躍のために何かをなさっ

ていますかということを私が知り合いの企業さんに聞いてみました。

すると、法定内でのいろんなことをやっていますけれども、それ以

外女性活躍で何をしたらいいか分からないと。なので、いい案があ

ったら教えてくださいというようなところが本当に多かったんです。

その中にはすばらしいなと思うことがありましたので、そういうこ

とが県内企業、県外に限らず、もしありましたらそういうことを皆

さんに広報していっていただければいいなというふうに思っていま

す。 

 その話になると思ったことがありまして、これは静岡ですけれど
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も、異業種で近隣の企業さんが３社合同で保育所をやっているとい

うような、ガス会社とそれから銀行さんと、もう一つちょっと業種

は分からないんですけれども、３社が合同で近場のところにそうい

う保育所を設定しているというようなことがすばらしいなと思いま

した。 

 それからもう一つは、都内のベビーシッターの会社ですけれども、

日本はまだまだベビーシッターというのが余り進んではいないと思

う。欧米ではかなり進んでいるんですけど、まだ日本では進んでい

ないですけれども、その会社は去年のまだ２月ぐらいにできたベビ

ーシッターの会社ですけれども、１年半で何と6,000件のニーズがあ

ったというんです。それはどういうふうなベビーシッターをする人、

どういう人かというと、大学の学生でちゃんと身元のしっかりして

いる人たちを集めてベビーシッターの教育をさせて、そして送るん

だそうです。ですから、きちんと身元がはっきりしているので変な

トラブルもないというようなことで、かなりニーズが増えて、今や

っているようです。ですから、そういうことで、できればいくつか

そういうことがあれば、いろんな企業さんにも広報していただけれ

ば、何をどうしていいか分からないというような企業さんが十数社

の中、半数ぐらいあったものですから、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 

○川上会長  

ありがとうございます。 

 これは国のほうでは余りそういうモデル的なものを提示していな

いんでしょうか。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

ご意見ありがとうございました。 

 ご発言の後半にございました合同での保育所ですとか、ベビーシ

ッターの関係につきましては、労働局ではそういったところは直接

所掌しておりませんのでご容赦いただきたいと思いますが、ご発言

の趣旨や重要性というのは理解させていただきました。また、前半

におっしゃっていただきました女性活躍推進につきましては、茨城

労働局で県内の「くるみん」認定企業、それから厚生労働大臣表彰、

県の表彰を受けている企業の事例集を作成いたしまして、大学など
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で配布させていただいておりますけれども、今回 28年度から「える

ぼし認定」というのも新たにできたもので、昨年度からは「プラチ

ナくるみん」もスタートいたしましたこともあって、今年度中に新

しい事例集を作成するという予定をしているところでございます。

年度末になるかもしれませんが、前作が一昨年になるものですから、

事例を取り上げて広く周知をしていきたいと思っております。  

 

○渡辺委員  

よろしくお願いします。 

 

○川上会長  

今回始まった「えるぼし」とか「プラチナくるみん」の基準が今

後取り組むべきことになっていますので、そのあたりの周知をきち

んとしていくといいと思います。よろしくお願いいたします。  

 それでは、ほかに質問は。 

 

○高木委員  

労働側委員の高木でございます。よろしくお願いいたします。 

 たくさんあり過ぎて何から言っていいのか分かりませんけれども、

いくつかお話をさせていただきたいと思います。  

 まずもって日頃から労働局様、労働行政に真摯に取り組まれて感

謝を申し上げたいと思います。私、連合の事務局長になってから１

年になりますけれども、各審議会に参加させていただくことが多く

なりまして、本当に皆さんまじめに取り組んでいらっしゃるなとい

うふうに思ってございます。特に均等室も本当に雇用環境・均等室

というふうに一本化がされまして、特に「女性の活躍推進」といっ

た内容ということについても感謝申し上げたいと思います。また、

前もお願いした周知・広報活動についても、かなりこの１年でいろ

んな意味で外向けに周知徹底をされているなという思いがいたして

おります。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしたいと

思います。 

 少しお話をさせていただきますが、私、勝手に思っているんです

けれど、労働局さんの活動の中で大きく２つあると思っていまして、

１つは法を遵守する活動ということと思うんです。特にいろんな話

がございましたが、やはり賃金未払いの是正とか、それから不当解
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雇取り締まりとか、それから一方的な賃金の引き下げ等も行われて

いるという状況の中の取り締まりとか、あと一方で労災隠しなども

あるという、そういうものを法令を守るということの指導監督、こ

ういうことが１つあると思いますので、そこは引き続きよろしくお

願いしたいと思っております。 

 それと同時にもう一つは、法以上の取り組みというところを、こ

れはお願いになりますけれども、お願いしたいと思っておりまして、

私ども労働組合の活動の大きな１つとして、まず法がありまして、

法は最低限のルールでございますので、それ以下はないということ

でございまして、その法に基づいて会社では就業規則がございまし

て、法を上回る就業規則をつくると。それによって働くわけでござ

いますが、その中で会社に労働組合があれば、そこで労使で話し合

って交渉して労働協約を結ぶわけでございます。労働協約を結べば、

それが会社のルールとなり、それが法にもなると、こういうことで

ございます。この運動を推進するため労働組合があるようなもので

ございますけれども、その中でお願いしたいのは、例えば毎年、法

がいろいろ変って労働法制も変わってきます。そのときによく言わ

れるのは、300人以上の企業については義務ですよと。ですけど、そ

れ以下については努力義務だとかというような法律が多いんです。

これは法律をつくるときのいろんな駆け引きの中でそうなっていく

のかもしれませんけれども、そういう実態があります。  

 先ほど松田部長からもご報告いただいた、例えばストレスチェッ

ク、今年から義務化になりました。ですが、これは 50名以上の企業

が義務化、こういうことで、それ以下は努力義務ですねということ

になります。50名以上にやってもらうと徹底するのは当然のことで

ございますけれども、それ以下の小さいところ、この実は規模間格

差で中小、小さい規模の会社になればなるほど労働条件、それから

労働環境は悪いというデータが出ております。そこをどうするかと

いうのは１つ大きな活動の１つだというふうに思いますので、そう

いう意味での法以上といいますか、努力義務のところに対してぜひ

やってくださいというような周知というか徹底、こういうのをぜひ

お願いしたいなと思っております。 

 それから労働時間、過重労働の話、最初に川上さんのほうからお

話もありましたけれども、これは本当にみんなで取り組まなきゃな

らない問題だというふうに思っていまして、そのルールの話でござ
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いますけれども、労働時間って１日８時間、週 40時間が基本で、三

六協定がございますので、そうすると、それを結ぶと月 42時間～５

時間、年間360時間労働ができると。ここまではいいと思うんですけ

れども、それに特別条項が加わって、そこで会社と協定を結びます

と100時間を超えても労働ができると。いろんな条件はあるにしても

そういうルールになっているということで、これを是正を何とかし

たいなと思っているところでございます。  

 それに加えて法定休日、ここで労働しますと、この休日労働は労

働時間に入ってきませんよね。これは割増しは払うんですけれども、

労働時間としてはカウントされないということになってきますと、

これらをみんなであわせ持つと労働時間が青天井のような形になっ

てしまうということなので、これは茨城労働局さんに言う話ではな

いのかもしれませんけど、厚生労働省管轄ということで、ぜひその

辺のルールも変えていかないと、なかなか長時間労働もよくなって

いかないかなと思いますので、国は「働き方改革」ということで進

めるという話になっておりますので、ぜひこの辺も、ぜひ厚生労働

省といいますか、局さんとしても取り組むべき課題としてちょっと

考えていただければなと思ってございます。  

 それから、もう一つお願いというか提案がございますが、求職者

支援の中でマッチングの話がありまして、求職者はなかなか自分の

仕事を結局求めるときに、自分は本当に何をやりたいのか、将来ず

っとこの仕事で働きたいのかというのが分からないまま求職する人

って非常に多いような気がするんです。そうしますと、せっかく紹

介して会社に入ってもすぐ辞めてしまう、嫌になってしまう。自分

の思っていたことと違うということで辞めてしまうというような状

況がかなりあると私は思うんです。そこで１つ提案ですけども、ぜ

ひ就職する前に、もう少し一部やられていると思うんですけど、キ

ャリアコンサルタントの配置といいますか、そういう方をぜひハロ

ーワーク等々に配置をしていただいて、まずは相談に乗っていただ

く、そういう窓口を設けたらどうかと思っていますので、そんな取

り組みもちょっとあわせて考えていただければありがたいと思って

ございます。 

 それからもう一つ、最後、これお願いでございますけれども、私

どもは連合茨城で労働相談を設けております。大体平日朝９時から

夕方５時半ぐらいまでアドバイザーを３人配置しまして労働相談に



 

 35 

当たっております。最近は非常に労働相談の件数が多くなってまい

りまして、年間で400件以上ぐらいの相談がございます。その中でい

ろんな話でパワハラ、セクハラも非常に多いですけれども、不当な

解雇ですとか、有給がとれないとか、一方的に賃金が下げられたと

か、そんなこともあります。労働局さんもそういう相談窓口を設置

されていると思うんですけど、ぜひ一度、うちのアドバイザーと、

もしできましたら意見交換等もさせていただければと思っておりま

す。労働局さんからの紹介で私どものところに相談が来る場合もあ

ります。私どもも逆に労働局さんのほうへお願いするといいますか、

お話をさせていただき紹介するということもございますので、でき

ましたらですが、そういう意見交換をさせていただいて、より一層

その対応に努めていきたいと思っています。よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

 

○川上会長  

ありがとうございます。 

 要望がいくつかありましたけど、中央のほうにぜひ労働時間短縮

の方向で働きかけをお願いしたいというのが１つありました。  

 それから、マッチング、キャリアコンサルタントというお話があ

りましたけれど、ジョブサポーターはそういう機能は持っていない

のですか。 

 

○大谷職業安定部長  

キャリアコンサルティング、ちょっと言葉を幅広にとらまえてい

けば、もちろんジョブサポーターの方の中にはキャリアコンサルタ

ントの資格を有している方というのは非常に多いので、そういった

意味では、そういったコンサルティングはしているかと、そのよう

に認識はしております。 

 あと、例えば委託で土浦わかものキャリア相談室というのもやっ

ておりまして、こちらのキャリアコンサルティングによる支援とい

うのを実際に実施を委託でさせていただいている部分ですけれども、

今、高木先生のほうからいただきましたのは、もっと底から底上げ

するというようなイメージで私は受け止めましたので、そういった

コーナーといったことと併せて、私ども職員のほうもキャリアコン
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サルティングの勉強を一生懸命やっておりまして、それで疑問点を

かけたりとか、資格を取得したりとか、そういうこともできる範囲

で我々も一生懸命やらせていただいていますので、どうか今後期待

に沿えるように頑張っていきたいと思いますので、また引き続きご

指導をお願いいたします。 

 

○川上会長  

労働相談のほうの意見交換についてはいかがですか。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

雇用環境・均等室でございます。 

 これまでも連合茨城さんに寄せられた個別のご相談について、内

容により私ども労働局にお取次いただいたり、そういった連携はと

らせていただいているところでございます。今、事務局長からお話

のありましたアドバイザーの方との意見交換の場を設けるという点

については、検討させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○川上会長  

ありがとうございます。 

 それでは、伊東委員さん。 

 

○伊東委員  

労働委員の伊東です。私は初めてで、高木委員のように上手に質

問できないかもしれませんが、「無期転換ルール」のところでお話が

ありまして、先月、労福協の講座で講師の先生に「経営側と労働者

側のメリット・デメリットありますか。」といって質問したんですが、

そのときは「ほとんどないよ。」という説明を受けたんですが、そも

そも制度を導入する狙いというんですか、これでどういったことを

したいか。今後どういうふうに展開を考えているのかというところ

と、資料が飛びますが、安定部の101ページのキャリアアップ助成金

の資料があるんですが、この辺は具体的には平成 30年以降だと、労

働者が声を出すと無期になるというところで、助成内容とか助成額

といった有期とか無期という制度も変わるのかについて教えていた

だけますか。 
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 時間の都合で、あと部署が違うんですが、過重労働のところで、

やはりメンタルが不調になるということで、予防でいろいろ取り組

みはしてはおるんですが、基準部のチラシ、「過重労働解消キャンペ

ーン」の次のページの（３）重点監督を実施しますといったところ

で、長時間に当たる過重な労働と対策はこれからとられるというこ

となんですが、話の中であった企業名は余り連呼するつもりはない

んですが、電通のところで報道によると、労働時間を管理する側が

低めに時間を申請するような指導もあったとかというのはある中で、

80というところが現場レベルだと非常に申請しにくいのかなとは思

うんですが、それに対しての取り組みというのがもしありましたら

教えていただけますか。 

 

○川上会長  

それでは、最初の「無期転換ルール」はどういう意図でというこ

とについてお願いします。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

非常にざっくりとした回答になってしまいますが、一言で言うと、

雇用の安定を図るというところが第一の目的であるとお考えいただ

ければと思います。 

 

○松田労働基準部長  

過重労働の関係で申し上げます。いろんなアンテナが必要だと思

うんですが、その前に大前提として私のほうから冒頭申し上げまし

た年間を通じての監督指導でございますけれども、労働基準監督官

が足で稼いで事業場に赴いて、そして労働時間の実態はどうなのか

ということを一つ一つ確認していくことが一番肝要だと思っており

ます。それと同時に、あらゆるアンテナということで申し上げます

と、やはりいろいろ労働者の方々から相談だとか、いろんな監督署

に寄せられるものがございますので、そういった情報等を含めてキ

ャッチいたしまして、そしてそれを監督署につなげるというような、

一つ一つつぶさに潰していかなければならない問題でございますけ

れども、そうやって頑張っていきたいなと思っておりますし、また、

今回の問題が発生して、相当いろんな各企業に、これじゃまずいぞ

ということを感じていただけているのではないかと思っております
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ので、その辺のところもきっちり監督指導の中で行っていきたいと

思っております。よろしくお願い申し上げます。  

 

○川上会長  

相談関係では個別労働紛争なんかもありますが、ああいう情報と

いうのは監督署のほうに全部つながって届いているのですか。 

 

○松田労働基準部長  

はい、そうです。 

 

○川上会長  

ありがとうございます。 

 

○大谷職業安定部長  

あと、キャリアアップ助成金について。 

 

○川上会長  

お願いします。 

 

○大谷職業安定部長  

今後の改正予定については大変申し訳ございません。今、情報は

特段ございません。ただ、この１年半、キャリアアップ助成金はい

ろいろ政策や、あるいはその状況に応じて結構小まめにそれぞれ改

正を繰り返してきていますので、またそういった必要に応じた、よ

り使い勝手のよい助成金に今後も改正されていくものじゃないかと、

こちらもそのように期待をしておりますし、また、そういった事業

についても機会を見つけて伝えていきたいとも思います。 

 

○川上会長  

よろしいですか。 

 

○伊東委員  

ありがとうございます。 

 

○川上会長  



 

 39 

そのほかいかがでしょうか。 

  

○青木委員  

労働者側からの青木といいます。よろしくお願いします。  

 「改正育児・介護休業法」の説明会が県内５カ所でありまして、

既に２カ所済んでいまして、申し込みの期限としては４カ所済みに

なっている状況じゃないかと思うんですけども、そちらの定員はあ

りますけれども、どの程度参加申込者がいるのかというのと、もう

一点、「28年度学生アルバイト出張相談会」ということで実施されて

いますけれども、 11カ所、１カ所は中止になっていますけども、そ

ちらの計画11カ所、実質 10カ所ですけれど、相談をしているにもか

かわらず件数がゼロというところがほとんどだというところで、今

後もその機会が来年度以降あるのか。また、その件数が少ないとい

うところで対策だったり改善するところはどういうところにしてい

るのかというところで、２点、お願いいたします。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

お答えいたします。 

 １つは説明会ですけれども、説明会はおおむね定員に近いお申込

みをいただいております。既に今後の日程で申込みを締め切らせて

いただいているのは、明後日、行われます水戸の会場でございます。

ここが早々に予約が充足しましたので、水戸は締切らせていただき

ました。ただ、ほかの会場においでいただくということは可能でご

ざいます。今は土浦会場が若干余裕があるというところで、定員 220

に対して200程度のお申し込みということでございます。  

 もう一点の学生アルバイトの出張相談の件でございます。雇均室

資料の61ページでございますが、これは厚生労働省からの指示で、

今年度から全国の労働局で始めたものでございます。時期的には４

月から７月にかけてキャンペーンをするということで、通常、通年

でやっております労働局・労働基準監督署におかれている総合労働

相談コーナーでももちろん受け付けておりますが、それ以外に直接

大学に赴いて出張相談のブースを設けて対応する、そういった取り

組みを全国の労働局で行ったというところでございます。まだ今年

度は１年度目ということだったんですけれども、また来年もあるか

なというふうに考えております。特に４月から７月というこの時期
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に期間を切ってやっているというのは、新入生の方が大学入学後ア

ルバイトに就くということと、７月というのは夏休みシーズンに入

りアルバイトを始める方も多いということで、４から７月にかけて

の４カ月間を重点的に行ったというところでございます。あと相談

件数につきましては、日程調整をする中で、大学の事務局と調整を

させていただきまして、学内での周知などについてもお願いしてい

るところではありますが、結果的にご相談は少ない状況であったと

いう結果になったところです。今後は、大学の事務局に早々に調整

をするとか、期間を持った周知をするですとか、あと学友会などの

組織があれば、そういったところからもアプローチしていくといっ

たことも考えているところでございます。  

 以上でございます。 

 

○川上会長  

これは相談が目的ではなくて、周知のほうが目的ですよね。全体

で説明とかやらないのですか、学生に。以前、大学でやっていただ

いたようなものとはまた違うのですか。 

 

○青木雇用環境・均等室長  

次の62ページになりますが、セミナーもやっております。それと

あわせて相談も同時でやっていただけるところであれば、セミナー

と出前相談両方やっているというところでございます。カリキュラ

ムの関係ですとか会場の関係で、もし無理ということであれば、

別々で開催するといったことで柔軟に対応しているところです。 

 

○川上会長  

分かりました。セミナーは本当に学生たちは初めて聞く話で、大

変参考になったという、そういう感想が多いです。ですから、ぜひ

続けていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

時間が来てしまいましたが、よろしいですか。  

 それでは、まだまだご意見あるかと思いますけれども、審議のほ

う、これで終了させていただきます。皆様のご協力、本当に感謝い

たします。ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうにお渡しいたします。  
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○下河邊総務課長  

川上会長、長時間ありがとうございました。 

 事務局からのお願いでございますが、平成 28年度第２回の審議会

は、平成29年度茨城労働局労働行政運営方針についてご審議をいた

だくと、こういう予定であります。来年３月の開催を予定しており

ます。早目に日程調整等をさせていただきます。委員の皆様のご出

席をどうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、長時間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の茨城地方労働審議会を終了いたします。

ありがとうございました。 


